
　　  

統計：5月末現在

市内の交通事故
負傷者数

負傷者数
(人) 

前年対比
(人)

軽傷者 64 －11

重傷者 10 ＋4

死者 2 ＋2

合計 76 －5

市内の交通
（人身）事故

発生件数

発生件数
(件) 

前年対比
(件)

65 －2

市内の刑法犯
認知件数

発生件数
(件) 

前年対比
(件)

粗暴犯 23 ±0

窃盗犯 98 －6

知能犯 35 －4

そのほか 28 ＋12

合計 184 ＋2

守山警察署 問 守山警察署　 （583）0110　 （583）0595

相談コーナー 守山市公式LINEのメニューからもご覧いただけます※　相談無料・予約不要（一部を除く）

　★印の相談は事前申込が必要です

　市では、市民の皆さんの携帯電話やパソコンに安全・安心メール（災害・気象・行政・地震・防犯情
報）を配信しています。右記二次元コードを読み込むか、t-moriyama@sg-p.jpに空メールを送信するこ
とで登録できます。登録は無料ですので、ぜひご活用ください。
　メールが届かない場合は、＠sg-p.jpまたはmoriyama@sg-p.jpからのメール受信を許可する設定をし
て、再度、空メールを送信し、安全・安心メールに登録してください。

安全・安心メール登録受付中 問 危機管理課　 （582）1119　 （583）5066

登録ページ

※守山市LINE公式アカウントの友だち追加は表紙の二次元コードから

相談名 実施日 場所 問い合わせ
こどもなんでも相談

平日 午前9時～午後4時45分
※�こどもなんでも相談は、電話の場合
　午前8時30分～午後5時15分

市役所2階 こども家庭センター こども家庭センター　 (582)1112
生活支援・

ひきこもり・市民相談 市役所１階 生活支援相談課 生活支援相談課　 (582)1161

就　労 市役所１階 生活支援相談課
（木曜日は地域総合センター） 商工観光課　 ・有(582)1131

消費生活・
多重債務 平日 午前９時～午後４時 市役所１階 消費生活センター

(生活支援相談課内)
消費生活センター　 (582)1146
消費生活相談専用電話188（土・日曜日利用可）

行　政 7月14日（火）、24日（金）午前9時30分～正午 市役所１階 相談室 市民協働課　 ・有(582)1148

子育て
午前9時45分～午後5時30分（月曜日、祝日は休館） ほほえみセンター　 ほほえみセンター　 （514）3960　

午前9時～午後5時（水曜日、祝日の翌日は休館） 地域子育て支援拠点施設
mamocco　

地域子育て支援拠点施設 
mamocco　 （514）7781　

人　権 7月2日（木）、16日（木）午前9時30分～正午
市役所2階 相談室

人権政策課
・有(582)1116女性の悩み ★ 7月10日(金)午前9時～正午

7月26日(日)午前9時～正午
地域総合センター2階 学習室2

男性の悩み ★ 7月25日(土)午前9時～正午

教　育 ★ 平日 午前９時～午後５時 生涯学習・教育研究センター
（エルセンター）３階

教育支援センター
(583)4237

「トクまも運動」推進中
　「滋賀県トクリュウからみんなを守る県民運動」(通称：トクまも運動)は、特殊
詐欺や強盗などのトクリュウ犯罪の被害に遭わないために、皆さん自身に被害防止
対策を行っていただく運動です。やっていただきたいことは２つです。
①詐欺電話をブロック
　�固定電話や携帯電話に、国際電話からの詐欺電話を受けない措置を行ってください。
②家族や友人にも対策を広める
　�詐欺電話ブロックをはじめとする防犯対策を、家族や友人、近所の人にも伝え、
広めてください。
　�みんなの力でトクリュウを追い出し、詐欺対策を広めていきましょう。
詳しくは、守山警察署へお気軽にお問い合わせください。

夏の交通安全県民運動 ７月１５日（水）～２４日（金）
・�横断歩道利用者ファースト運動の推進などによる歩行者の安全の確保
　�ドライバーは、横断歩道では歩行者を見落とさないよう注意し、必ず一時停止し
て道を譲りましょう。歩行者は、必ず横断歩道を利用し、車が停止して道を譲ら
れたときは、お辞儀をするなど、「思いやり」の精神を持ちましょう。

・自転車、特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底
　�自転車、特定小型原動機付自転車は「車両の仲間」であり、歩道は歩行者優先で
す。歩道を通行する際は、歩行者の通行を妨害しないようにしましょう。また、
自転車に乗るときは、「ヘルメット」を着用しましょう。

・飲酒運転・ながら運転などの危険運転の根絶
　�飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだら運転は絶対にやめましょう。車両の提供、
酒類の提供、車両に同乗する行為も罰則の対象となるので、やめましょう。ま
た、「ながらスマホ」は、歩行者などに衝突する危険がある行為です。絶対にやめ
ましょう。
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https://plus.sugumail.com/usr/moriyama/home

